
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー 

☎（
55
）7
1
0
0

■

都
市
計
画
課 

☎（
55
）7
1
2
6

■

産
業
振
興
課 

☎（
55
）７
１
２
８

■

市
社
会
福
祉
協
議
会 

☎（
37
）3
3
1
3

高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）7
1
1
6

■

津
島
保
健
所
健
康
支
援
課

☎（
26
）4
1
3
7

■

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所

☎
050（
3
8
1
6
）1
7
7
0

■

▼
給
付
額
／
1
世
帯
あ
た
り
3
万
円
お
よ
び

子
ど
も
1
人
あ
た
り
2
万
円

▼
対
象
世
帯
／
令
和
6
年
度
の
住
民
税
非
課

税
世
帯（
令
和
6
年
12
月
13
日
現
在
愛
西
市

に
住
民
登
録
が
あ
る
者
）

▼
支
給
対
象
者
／
対
象
世
帯
の
世
帯
主

▼
支
給
手
続
き
／
支
給
の
お
知
ら
せ
、も
し

く
は
申
請
書
を
対
象
者
へ
順
次
送
付
い
た
し

ま
す
。

支
給
の
お
知
ら
せ
の
内
容
に
変
更
が
な
い

場
合
は
、手
続
き
は
不
要
で
す
。ま
た
、令
和

6
年
1
月
2
日
以
降
に
愛
西
市
へ
転
入
し
た

方
が
い
る
世
帯
や
税
の
修
正
申
告
な
ど
に
よ

り
非
課
税
世
帯
と
な
っ
た
世
帯
等
は
、本
人

確
認
書
類
、通
帳
の
コ
ピ
ー
、住
民
税
非
課
税

証
明
書
を
添
え
て
申
請
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
順
次
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

▼
申
請
期
限
／
5
月
30
日（
金
）ま
で（
必
着
）

※
市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
2
月
12
日（
水
）に

開
設
し
ま
す
。お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
開
設
後
に
お
願
い
し
ま
す
。

市
は
、佐
屋
駅
周
辺
に
お
い
て
、駅
へ
の

ア
ク
セ
ス
道
路
お
よ
び
駅
前
広
場
を
整
備

し
、交
通
利
便
性
を
高
め
、安
全
な
ま
ち
づ
く

り
を
目
指
し
、現
在「
佐
屋
駅
周
辺
整
備
基
本

計
画
」の
策
定
に
向
け
て
業
務
を
進
め
て
お

り
ま
す
。

計
画
内
容
に
つ
い
て
、事
業
説
明
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
／
2
月
22
日（
土
）午
前
10
時
〜

▼
場
所
／
文
化
会
館
3
階
大
研
修
室

毎
年
3
月
は
軽
自
動
車
税
申
告
な
ど
に
よ

り
、軽
自
動
車
の
名
義
変
更
、廃
車
の
届
出

が
集
中
し
、窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

名
義
変
更
、廃
車
の
届
出
は
、3
月
中
旬

頃
ま
で
に
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

届
出
手
続
き
な
ど
の
お
問
い
合
わ
せ
は

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
幹
事
務
所
ま
で

お
願
い
し
ま
す
。

▼
実
施
日
／
5
月
12
日（
月
）〜
16
日（
金
）、

19
日（
月
）

▼
対
象
者
／

・
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
要
介

護
1
か
ら
5
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
1
級
ま
た
は
2
級
を

受
け
て
い
る
方

・
療
育
手
帳
の
A
判
定
を
受
け
て
い
る
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
1
級
を
受

け
て
い
る
方

※
2
月
1
日
現
在
、該
当
す
る
こ
と

▼
申
し
込
み
／
2
月
3
日（
月
）か
ら
21
日

（
金
）ま
で
に
問
い
合
わ
せ
先
ま
た
は
各
支
所
へ

※
以
前
に
利
用
さ
れ
て
い
る
方
も
毎
回
申
請

が
必
要
で
す
。

※
申
請
書
は
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
。

▼
持
参
す
る
も
の
／
介
護
保
険
被
保
険
者
証

ま
た
は
該
当
す
る
障
害
関
係
手
帳

▼
取
扱
寝
具
／
掛
ふ
と
ん
、敷
ふ
と
ん
、毛

布
、シ
ー
ツ
の
中
か
ら
4
点
ま
で

▼
利
用
料
／
無
料

※
実
施
日
の
午
前
中
に
お
預
か
り
し
、原
則

当
日
中
に
お
届
け
し
ま
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
悩
み
を
抱
え
て
い

ま
せ
ん
か
？
精
神
科
医
師
と
専
門
の
相
談
員

が
お
話
を
伺
い
ま
す
。

▼
開
催
日
時
／
2
月
20
日（
木
）

午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分

▼
場
所
／
津
島
保
健
所

▼
対
象
／
ア
ル
コ
ー
ル
が
原
因
の
健
康
問
題

に
悩
む
本
人
も
し
く
は
家
族　

▼
申
し
込
み
／
2
月
17
日（
月
）ま
で
に
問
い

合
わ
せ
先
へ（
予
約
制・定
員
2
組
）

２
月
１
日
現
在
で
、全
国
一
斉
に「
農
林
業

の
国
勢
調
査
」と
い
わ
れ
る「
２
０
２
５
年
農

林
業
セ
ン
サ
ス
」が
実
施
さ
れ
ま
す
。こ
の
調

査
は
、今
後
の
農
林
業
の
政
策
に
役
立
て
る

た
め
に
５
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
極
め
て
大

切
な
調
査
で
す
。

農
林
業
を
営
ん
で
い
る
皆
さ
ま
の
と
こ
ろ

に
調
査
員
が
訪
問
し
て
、調
査
票
に
農
林
業

の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す

の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

ま
ち
か
どtopics

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録
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